
横手市立中学校部活動の在り方及び地域クラブ活動の推進に関する方針（概要） 
 

  横手市教育委員会 R８・4月 
  

 

 
○ 部活動を通して、生活を豊かにする資質・能力を育成し、生徒の健やかな心
身の成長と充実した学校生活を実現する。 

○ 学校全体として望ましい部活動の指導・運営体制を構築し、教師の負担軽減
を考慮し、教師が生徒に向き合える学校体制をつくる。 

○ 部活動の地域展開は「地域の子供たちは学校を含めた地域で育てる」意識の
下、「将来にわたり、子どもたちが身近でスポーツ・文化芸術活動に継続して
親しむ環境づくり」を目指し、持続可能で多様な環境を一体的に整備する。 

○ 生徒や保護者、地域等の主体的な取組を通して、自分たちの未来を創造する
気概をもち、『時代を受け継ぎ 磨き上げ 凜々しく羽ばたくまち』づくりに
貢献する。 

○ 学校部活動の教育的意義や役割は、地域クラブ活動でも継承・発展させ、新
しい学びや価値が創出されるよう、学校と地域が連携・協働し、横手市のスポ
ーツ・文化芸術の発展を主体的に形成していく。 

 
 

                        
(1) 方針の策定等 

  校長は、本方針に則り、毎年度「学校部活動運営方針」を策定する。部活動
責任者（部活動顧問）は、年間の活動計画、月の活動計画および活動実績を作
成する。（校長は学校HP等により公表する。） 

 

(2) 指導・運営に係る体制の整備 

 ア 学校部活動の適正な種目と数の配置 

 イ 部活動顧問の配置、適切な指導・運営、管理体制の整備 

 ウ 活動状況の確認・把握と指導・是正 

 エ 部活動指導員の任用・配置に係る体制づくり 

 オ 外部指導者の任用と指導状況・内容の把握、生徒の安全確保・事故防止 

 カ 部活動の適切な運営に係る研修の実施 

 キ 部活動顧問の業務および勤務時間管理  
 
 

                  

 

 

(1) 適切な指導の実際 

 ア 生徒の心身の健康管理、事故防止の徹底。体罰・ハラスメントの根絶 

 イ 運動分野の特性を踏まえた効率的・効果的なトレーニングの導入 

 ウ 文化芸術分野の特性を踏まえた効率的・効果的な練習・活動の導入 

 エ 生徒の目標が達成できるよう、保体科・養護教諭等と連携し、発達段階や個
人差、心身の状態等に関する正しい知識のもとでの指導 

 

(2) 部活動指導手引きの活用 

  指導者は中央競技団体または学校部活動に関わる各分野の関係団体等が作成し
た指導手引きを活用して指導を行う。特に運動部活動については「運動部活動で
の指導のガイドライン(H25.5月 文部科学省)」に則った指導を行う。 

１ 方針の趣旨 

２ 適切な運営のための体制整備 

３ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 



 
                           

(1) 休養日及び活動の時間の基準 

 ア 週当たり2日以上の休養日を設定する 

 イ 週末に大会等参加した場合は休養日を他の日に振り替える 

 ウ 長期休業中は学期中に準じた扱いで行う 

 エ 生徒が十分に休養できるよう、ある程度長期休養期間を設定する 

 オ 1日の活動時間は、平日2時間、休業日は3時間程度とし効率的・効果的な 
活動を行う 

 カ 文化部活動における休養日及び活動時間についても同様とする 
 

(2) 休養日及び活動の時間の設定 

 ア 市教育委員会は本方針に休養日及び活動時間等を設定し明記する 

 イ 校長は「学校部活動運営方針」策定にあたり、本方針に則り、休養日及び
活動時間等を設定し、公表する 

 ウ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえて工
   夫したり、週、月、年間単位で活動時間の目安を定めたりする 

 

 
                 

(1) 校長は技能等の向上や大会等での好成績を収める以外にも気軽に楽しめる、
適度な頻度で行える等多様なニーズに応じた活動ができる環境を整備する。 

 

(2) 校長は、スポーツや芸術活動が苦手な生徒や障害のある生徒が参加しやすく
過度な負担とならないよう工夫・配慮をする。 

 

(3) 市教育委員会及び校長は、生徒の自主的・自発的な参加を踏まえ、活動日数
・時間を見直す。また地域の活動を含め様々な経験できるよう配慮する。 

 

(4) 市教育委員会は、単一学校では部活動を設定できない場合や指導者の配置が
難しい場合には、合同部活動等の取組を推進し、活動の機会の確保に努める。 

 
(5) 校長は、生徒・保護者等の負担を考慮し、複数校合同チームによる中体連大
会参加実施の可否を判断する。 

 
 

                           

(1) 市教育委員会及び校長は、地域のスポーツ・文化芸術団体等との連携により
保護者の理解と協力を得て、学校と地域が協働した環境整備を進める。 

 

(2) 市教育委員会及び校長は、地域の実情に応じて学校種を超えて合同練習を実
施するなど連携を深め、生徒同士の多様な交流の機会を設ける。 

 

(3) 地域のスポーツ協会、協議団体は、地域スポーツクラブやスポーツ少年団等
の事業について、学校と地域が協働・融合した地域スポーツの充実を図る。 

 

(4) 市教育委員会及び校長は、地域で実施されている分野と同じ分野の学校部活
動については、休日の練習を共同で実施するなど連携した活動を検討する。 

 

(5) 市教育委員会及び校長は学校部活動だけでなく、地域で実施されている活動
の内容等を生徒・保護者に周知するなど、興味関心に応じて活動を選択できる
ようにする。 

 

４ 適切な休養日等の設定 

５ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備 

６ 学校部活動の地域連携 



                           
 

(1) 地域クラブ活動の在り方 

(2) 適切な運営や効率的・効果的な活動 

(3) 関係者間の連携体制 

(4) 指導者の適切な資質・能力の保障、人材育成 

(5) 指導者の確保 

(6) 教師等の兼職兼業 

(7) 活動内容及び休養日等の設定 

(8) 活動場所 

(9) 会費の適切な設定と保護者等の負担軽減 

(10) 生徒の安全・安心の確保、保険の加入 

(11) 学校との連携   
(12) 競技団体や大会等への参加登録 

 
 

     

  市立中学校においては、学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域と 
の連携・協働により、生徒のスポーツ・文化芸術活動の場として、地域クラブ 
活動を整備する必要がある。地域クラブ活動は学校と連携し、学校部活動の教 
育的意義を継承・発展しつつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を 
図ることが重要である。これを踏まえ、各学校や部活動及び地域の実情に応じ 
て、関係者の理解の下、地域連携や地域クラブ活動の在り方や運営体制、活動 
内容等について、できるところから取組を進めていく。 

 
 

 

(1) 国は令和８年度から令和13年度までの６年間を「改革実行期間」と位置づ 
け地域展開等の全国的な実施を推進している。横手市においては、合意形成や 
条件整備等のため時間を要することから、地域や各部活動の実情に応じながら 
準備が整ったところから地域展開を進める。 

(2) 市教育委員会は改革実行前期・後期終了後に、部活動地域展開に向けた環境
整備に係る進捗状況等を評価・分析し、継続して環境の充実に取り組む。 

 
 

                 

  市教育委員会は部活動地域展開推進計画を策定し、地域スポーツ・文化芸術
団体、学校、保護者等の関係者に対し、取組の背景や方針、具体的な取組内容
や推進計画、生徒自身や地域社会に対しての効果、進捗状況等について周知し
理解と協力を得られるよう取り組む。 

 
 

                         

(1) 生徒の大会等の参加機会の確保 

(2) 大会等への引率や運営に係る体制の整備 

(3) 生徒の健康・安全確保 

(4) 大会等の在り方 

 

  

７ 地域クラブ活動 

８ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への展開に向けた環境整備 

９ 休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への展開に向けた段階的推進 

１０ 横手市における総合的・計画的な取組 

１１ 大会等のあり方の見直し 



 １２ 地域クラブ活動に関する認定制度 

学校と地域との連携・協働により地域クラブ活動の整備を進めるにあたり、地
域全体で支えていくことを目指し「地域クラブ活動認定制度」を設ける。認定要
件を満たした地域クラブは「横手市認定地域クラブ」とし、スポーツ・文化芸術
活動の機会の提供や生徒のニーズに応じた多様で豊かな活動の充実を図る。 
(1) 趣旨：教育的意義の継承、質の担保・向上 

(2) 認定の効果：運営等の公的支援、大会・コンクールへの円滑な参加 

(3) 認定要件：適切な活動日時、低廉な参加費、指導・運営体制、安全確保  

(4) 認定手続き、認定有効期間、定期的な報告・取組状況の把握 
(5) 認定されていない地域クラブの取扱い 

１3 教師等の兼職兼業 

横手市立小中学校に勤務する教職員が、地域クラブ等と雇用契約を結び、報酬
を得て指導・従事する場合は、地方公務員法第38条及び教育公務員特例法第17
条に基づき、市教育委員会の許可を得て従事することができる。 
(1) 「地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業の許可に関する要領」に基づき
円滑な手続きを図り、許可を行う。 

(2) 本人の意思の尊重、学校運営への影響、勤務時間の適切な管理 

(3) 市教育委員会・校長と地域クラブ運営団体と連携した適切な労務管理  

(4) 市外の地域クラブに従事する場合も地域クラブや関係教育委員会と適切に連
携する。 

１4 高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱い 

(1) 学校部活動と地域クラブ活動で、高等学校入学者選抜における取扱いに差異
が生じることのないように十分に留意する。 

(2) 学校部活動・地域クラブ活動に参加していないことや、途中で退部・退会し
たこと、他の活動に移ったことなどのみをもって不利に取り扱うことは適切で
はない。 

(3) 調査書の記載に当たっては、成績のみならず、活動を通した生徒の長所や個
性、意欲、能力等記載を工夫する。その際には地域クラブ運営団体と中学校が
必要に応じて情報共有を行う。 

○ この方針は、令和８年度から運用するものとし、本市立中学校部活動及び地
域クラブ活動において、この方針に準じて活動を行うものとする。 

 

○ 横手市教育委員会は、学校や地域クラブの取組状況などを踏まえるとともに、
国（文部科学省、スポーツ庁、文化庁等）や中央教育審議会、秋田県教育委員
会、中学校体育連盟等の動向も注視しながら、必要に応じて、本方針の内容の
見直しを行う。 

 

○ 校長は、本方針が見直しされた際は、速やかに「学校部活動運営方針」の内
容について、必要な見直しを行う。 


